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ま え が き 
 

両親のいる子育て世帯に比べると、母子家庭は一般的に多くの経済的困難に直面している。

そのため、従来から国や自治体は母子家庭に対して様々な支援を行ってきた。なお、その柱

となっていたのは、児童扶養手当制度だった。 

こうした中で、母子家庭の母への支援政策は、2002 年の母子及び寡婦福祉法等の改正によ

り、従来の児童扶養手当を中心とした経済的支援から、就業・自立に向けた総合的支援へと

政策の転換が図られている。特に就業支援については、「母子家庭の母の就業の支援に関する

特別措置法」に基づき、2003 年度以降に「母子家庭等就業・自立支援センター事業」をはじ

めとする新たな施策が次々と導入されている。これらの就業支援事業について、自治体がど

のように取り組んできたのか、残されている課題が何なのか、福祉対策と雇用対策との効果

的な連携を図るために有効な方法は何か、について、実態の把握と検討が早急に求められて

いる。 

 そこで、労働政策研究・研修機構では、2007 年度に、厚生労働省から要請を受け、母子家

庭の母への就業支援の現状と課題を明らかにするべく、「母子家庭の母の就業支援に関する研

究会」を設置し、研究に着手した。具体的には、母子家庭の母への就業支援について比較的

実績をあげている８の自治体に対してヒアリング調査を行い、実績を挙げた理由、残されて

いる課題などについてを調べた。また、就業支援策が、母子家庭の母の就業と経済状況の改

善にどのような効果を持っているのかを調べるため、全国 20 の地域に住む母子家庭の母を対

象としたアンケート調査も同時に行った。 

 調査の結果、母子家庭の母への就業支援にあたって、独自の就業支援マニュアルの策定や、

支援事業の窓口の一元化、母子寡婦団体・NPO 等民間団体の活用、連絡票や連携会議等によ

るハローワークとの連携の強化など、各自治体による地域の実情に応じた、より良い支援の

在り方を模索するための様々な工夫が見られた。 

 本報告書を作成するにあたって、札幌市、北海道・釧路市、横浜市、千葉市、大阪府・貝

塚市、静岡県・浜松市、秋田県および大分県における自治体、ハローワーク、母子家庭等就

業・自立支援センター、関係団体、関係企業の担当者をはじめ、1,300 人以上の母子家庭の

母の方々、厚生労働省の政策担当者の方々に、多大なるご協力を頂いた。この場を借りて厚

く御礼申し上げたい。   

最後に、本報告書が、今後の母子家庭の母への就業支援策の効果的な展開を考えるに当た

って参考となれば、幸いである。 
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独立行政法人 労働政策研究･研修機構 

理事長  稲  上   毅 
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